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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年６月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（令和元年６月２１日 ０５時３０分ごろ～０６時３０分ごろの

間） 

発生場所 北海道利尻富士町鴛
おし

泊
どまり

港東方の海岸付近 

鴛泊港島防波堤東灯台から真方位１２４°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４５°１４.０′ 東経１４１°１５.５′） 

事故の概要  漁船大吉
だいきち

丸は、操業中、海岸付近で転覆した。 

 大吉丸は、船長が死亡し、船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和元年７月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 大吉丸、０.３トン 

 ＨＫ３－１２６１６３（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.０３ｍ（Lr）×１.１４ｍ×０.３６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、平成１８年６月１８

日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年９月５日 

  免許証交付日 平成３０年８月１０日 

         （令和５年１２月２２日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機の濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、水温 約１４℃ 

 事故の経過  本船は、船長が、令和元年６月２１日０４時００分過ぎに自宅を出

て、１人で乗り組み、うに漁の目的で、利尻富士町雄
お

忠志内
ちゅうしない

漁港を出

港した。 

船長が所属する漁業協同組合の漁業者（以下「漁業者Ａ」とい

う。）は、鴛泊港東方の海岸付近において、自船でうに
．．

漁を行ってい

たところ、０６時３０分ごろ海岸の屋外スピーカーから流れた操業終
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了を告げる放送を聞いて顔を上げたとき、自船の西方約２０～３０ｍ

のところに転覆している本船とその船首に掴
つか

まっている船長の姿を認

め、「船、かっぱがってる（ひっくり返っている）」と声を発した。 

船長は、本事故の発生に気付いた別の漁業者２人（以下「漁業者

Ｂ」、「漁業者Ｃ」という。）に救助され、最寄りの斜路に運ばれた

後、救急車で病院へ搬送された。 

 船長は、０７時５１分ごろ医師により死亡が確認され、虚血性心疾

患の疑いと検案された。 

本船は、僚船によって鴛泊港にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船（右舷方から見る）、

写真２ 本船（右舷前方から見る）、写真３ 事故発生場所 参

照） 

 その他の事項  本船には、他船と衝突したような痕跡等は認められなかった。 

 漁業者Ｂ及び漁業者Ｃは、船長を海中から漁業者Ｃの漁船に引き上

げて「大丈夫か」と声を掛けたとき、船長が頷き、また、長い時間海

中に入っていたのかどうか尋ねたとき、船長が首を横に振るのを認め

た。 

 船長が所属する漁業協同組合の漁業者は、うに漁を操業する際、漂

泊して水中眼鏡で海中のうに
．．

を探しながら操業開始を告げる放送を待

ち、操業開始の放送が流れた後、移動しながら操業を行い、操業終了

を告げる放送を聞いて、操業を終了していた。 

船長は、操業時、長袖のセーター、カッパズボン、長靴及び救命胴

衣を着用していた。 

船長には、持病はなかった。 

事故発生場所は、海岸から約１０ｍの岩礁が拡延する海域であり、

その周辺には、本事故時、うに漁を操業する漁船が約３０隻出てい

た。 

漁業協同組合は、６月２１日０４時００分ごろ防災無線を通じて同

日のうに
．．

漁の操業時間を漁業者に知らせた後、町内に設置された屋外

スピーカーを通じて、０５時３０分ごろにうに
．．

漁の操業開始、０６時

３０分ごろにうに
．．

漁の操業終了をそれぞれ告げる放送をしていた。 

漁業者Ａ及び漁業者Ｂは、本船が岩礁に乗り揚げるなどしたときに

船体がバランスを崩して転覆したのではと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 本船は、０５時３０分ごろうに
．．

漁の操業開始後、０６時３０分ごろ

鴛泊港東方の海岸付近で転覆状態の本船の船首に掴まっている船長が

発見されたことから、この間において岩礁に乗り揚げるなどしたとき
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に船体がバランスを崩して転覆した可能性があると考えられるが、目

撃者がおらず、転覆に至った状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

船長の死因は、虚血性心疾患の疑いであった。 

船長は、落水して虚血性心疾患の疑いで死亡したものと考えられる

が、虚血性心疾患に至った原因を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、鴛泊港東方の海岸付近において操業中、転覆し

たものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、海岸近くで操業する場合には、岩礁に注意すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和元年６月２１日 

０６時３０分ごろ発見） 

利尻富士町 

北海道 

鴛泊港 

拡大 

鴛泊港島防波堤東灯台 

斜路 

雄忠志内漁港 
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写真３ 事故発生場所 

写真１ 本船（右舷方から見る） 

写真２ 本船（右舷前方から見る） 

船長が運ばれた斜路 事故発生場所 

船首に張られた鉄の板 


